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令和６年度 建設業法等研修会

（１）建設業法等の改正について

（２）税務署の受付印の廃止について



（１）建設業法等の改正について













◇建設業法の一部改正関係

（建設工事の請負契約の内容）
・請負契約の締結に際する書面の記載事項の追加（第19条第１項関係）
・不当に低い請負代金による請負契約の締結の禁止（第19条の３第２項関係）
・著しく短い工期による請負契約の締結の禁止（第19条の５第２項関係）

（建設工事の見積り等）
・著しく低い額による建設工事の見積もりの禁止等（第20条関係）

（工期等に影響を及ぼす事象に関する情報の提供）
・工期等に影響を及ぼす事象に関する情報の通知等（第20条の２関係）

（施工技術の確保に関する建設業者等の責務）
・労働者の適切な処遇の確保に関する建設業者の責務（第25条の27第２項関係）
・情報通信技術を活用した建設工事の適正な施工の確保（第25条の28関係）

（主任技術者及び監理技術者の設置等）
・監理技術者等の選任義務の合理化（第26条第３項関係）
・営業所技術者等に関する管理技術者等の職務の特例（第26条の第５関係）

（国土交通大臣による調査等）
・建設工事の労務費に関する基準の作成等（第40条の４関係）
・国土交通大臣による調査等（第40条の４関係）



（２）税務署の受付印の廃止について
↓国税庁ホームページより抜粋

建設業許可申請時の確認書類
現 状：税務署の受付印が押印されていることが必要。
今 後：令和７年１月以降に税務署に提出された申告書については税務署の受付印なしでも

受け付けることとします。
※ｅ－Ｔａｘをご利用の場合、申告等データと一緒に受信通知もご提出ください。


